
医 第 545 号  

平成 29年２月 21日  

 

県所管各歯科技工所開設者 様 

 

神奈川県保健福祉局保健医療部医療課長  

                       （ 公 印 省 略 ） 

 

歯科技工所の適切な運営について（通知） 

 

本県の保健福祉行政につきましては、日頃格別の御協力をいただき、厚くお礼申

し上げます。 

昨年１月に実施した県内歯科技工所を対象とした現況調査につきましては、お忙

しいところ御協力いただき、誠にありがとうございました。 

調査結果をとりまとめたところ、構造設備等の変更及び歯科技工所の廃止等の届

出や、歯科技工録等の記録の作成が行われていない歯科技工所が一部見受けられた

ところです。 

つきましては、別添の各法令等を遵守し、適切な歯科技工所の運営に努めていた

だきますようお願いします。 

なお、届出等の窓口は、裏面に記載した各保健福祉事務所となりますので、詳細

につきましては所管の事務所にお問い合わせいただきますようお願いします。 

 

 

 

 

 

問合せ先 

                   法人指導グループ 嶋田 

電 話（045）210-1111 内線 4870 

ﾌｧｸｼﾐﾘ（045）210-8856 

  

㊢ 



県の各保健福祉事務所一覧 

 

歯科技工所の所在地 所管保健福祉事務所 

平塚市、大磯町、二宮町 
平塚保健福祉事務所 企画調整課 

平塚市豊原町 6-21 電話(0463)32-0130㈹ 

秦野市、伊勢原市 
平塚保健福祉事務所秦野センター 管理企画課 

 秦野市曽屋 2-9-9 電話(0463)82-1428㈹ 

鎌倉市、逗子市、葉山町 
鎌倉保健福祉事務所 企画調整課 

 鎌倉市由比ガ浜 2-16-13 電話(0467)24-3900㈹ 

三浦市 
鎌倉保健福祉事務所三崎センター 管理企画課 

 三浦市三崎町六合 32 電話(046)882-6811㈹ 

小田原市、箱根町、真鶴町、 

湯河原町 

小田原保健福祉事務所 企画調整課 

 小田原市荻窪 350-1 電話(0465)32-8000㈹ 

南足柄市、中井町、大井町、 

松田町、山北町、開成町 

小田原保健福祉事務所足柄上センター 管理企画課 

 開成町吉田島 2489-2 電話(0465)83-5111㈹ 

茅ヶ崎市、寒川町 
茅ケ崎保健福祉事務所 企画調整課（※） 

 茅ヶ崎市茅ヶ崎 1-8-7 電話(0467)85-1171㈹ 

厚木市、海老名市、座間市、 

愛川町、清川村 

厚木保健福祉事務所 企画調整課 

 厚木市水引 2-3-1 電話(046)224-1111㈹ 

大和市、綾瀬市 
厚木保健福祉事務所大和センター 管理企画課 

 大和市中央 1-5-26 電話(046)261-2948 

※平成 29年４月からは茅ヶ崎市保健所に業務が移管されます。 



 

歯科技工所に関する現況調査報告書（概要版） 

 

 

１ 調査の目的・方法等 

(１) 目的 

平成 26年 12月に一般社団法人神奈川県歯科技工士会から神奈川県議会に対し、歯科

技工所運営の適正化のため、歯科技工所の実態調査及び問題の研究を行うよう請願が提

出された。 

これらを踏まえ、神奈川県では、歯科技工所の実態把握と問題究明を行うことにより、

歯科技工所の適正な運営に資するため「歯科技工所現況調査」を実施した。 

(２) アンケート調査の実施概要 

実施主体：神奈川県保健福祉局保健医療部医療課 

実施対象：神奈川県内の全歯科技工所(１,４０４箇所) 

実施時期：平成２８年１月８日～平成２８年１月２９日 

実施方法：郵送により配布 

ファクリミリ及び郵送により回収 

(３) アンケート回収状況等 

送    付    数：１,４０４ 

送 付 不 能 数：２５９ 

※住所地の変更、廃業等により、郵送物が各歯科技工所の開設者から提出された

開設届に記載のある住所地に届かなかったもの。 

調査票到達数(推計値)：１,１４５ 

 ※(送付数)－(送付不能数) 

回    収    数：５０９ 

回    収    率：４４.５％ 

 

２ 設問別調査結果の概要(県全体) 

  調査の実施により把握した、歯科技工所の実態及び問題点は以下のとおりである。 

(１) 届出 

 歯科技工士法（以下「法」という。）第 21条第１項において、歯科技工所の構造設

備等に変更があった場合には届出の提出が求められているが、構造設備の変更を行った

歯科技工所のうち、届出書を提出している者は 73.1％であった。 

(２) 指示書 

   法第 19条及び歯科技工士法施行規則（以下「規則」という。）第 12条により、歯

科技工に係る指示書について規定されているが、回答のあった歯科技工所のうち、指示

書の記載事項に関する規定に従っている者は 96.5％、保存に関する規定に従っている

者は 95.7％であった。 

平成 29年１月神奈川県医療課 



(３) 業務従事者 

   法第 17条では、歯科医師又は歯科技工士以外の業としての歯科技工を禁止している

が、回答のあった歯科技工所のうち、有資格者の従事が 95.2％であった。 

(４) 構造設備 

   規則第 13条の２により、歯科技工所の構造設備基準が定められているが、各設問に

ついて 91.5％から 98.6％の歯科技工所が規定に従っているとの回答であった。 

(５) 品質管理 

   指針４から７により、歯科補てつ物等の作成に関する品質管理について規定されて

いるが、回答のあった歯科技工所のうち、「指示書に基づき、歯科補てつ物等の作成ご

とに歯科技工録を作成している（設問 19）」者は 69.6％であった。また、「工程管理、

点検・検査、苦情処理等、事故点検及び教育訓練の手順に関する文書（手順書）を作成

している（設問 20）」者は 46.5％である等、歯科技工録の作成、手順書の作成、機器

の保守点検の記録の作成及び保存、構成部品等の点検・検査の記録の作成等、各記録の

作成の規定について従っている歯科技工所は、46.5％から 69.6％にとどまっている。 

(６) 広告 

   法第 26条により、歯科技工所の広告の制限について規定している。 

回答のあった歯科技工所のうち、広告を出している者は 7.0％とかなり低率であった。

また、広告を出している者のうち、規定に従っている者は 97.1％であった。 

 

３ 調査結果の評価 

○ 今回の調査は有効回答回収率が 42.3％にとどまっており、今回の調査結果が県内歯

科技工所のすべての実態を表しているわけではないことに留意が必要である。 

 ○ 調査票を送付した 1,404 の歯科技工所のうち、259 の歯科技工所については送付不能

で県に返送されてしまった。このうちの多くは廃業しているのではないかと推測される。 

 ○ 業務従事者、構造設備の整備及び広告内容については、概ね諸規定に従って適切に実

施されているものと思われる。 

 ○ 品質管理については、歯科技工録の作成率等が 46.5％から 69.6％とやや低い傾向に

あった。各技工所は品質管理に努めていると思われるが、業務多忙や理解不足等により、

必要な記録が作成されていないのではないかと推測される。より適切に技工所を運営し

ていくためには、各種記録の整備を進めていく必要がある。 

 ○ また、法に規定されている各種届出の提出を規定どおりに行っていない歯科技工所が

見受けられた。今後、新たに技工所の開設届が提出された場合、各種届出や諸規定の遵

守について、開設者に十分周知していくことが求められる。 

 ○ すでに開設届出済の歯科技工所については、定期的な報告義務等がない中で、各保健

所が実態をすべて把握し、指導することは現実的に困難と思われる。各種届出や諸規定

の遵守について、再周知するなどどのような対応が効果的・効率的なのか今後検討して

いく。 

 



 (別添) 

関係法令等の抜粋 

 

■ 歯科技工士法 

（禁止行為） 

第十七条 歯科医師又は歯科技工士でなければ、業として歯科技工を行つてはならない。 

（指示書の保存義務） 

第十九条 病院、診療所又は歯科技工所の管理者は、当該病院、診療所又は歯科技工所で行われた

歯科技工に係る前条の指示書を、当該歯科技工が終了した日から起算して二年間、保存しなけれ

ばならない。 

 （届出） 

第二十一条 歯科技工所を開設した者は、開設後十日以内に、開設の場所、管理者の氏名その他厚

生労働省令で定める事項を歯科技工所の所在地の都道府県知事（その所在地が保健所を設置する

市又は特別区の区域にある場合にあつては、市長又は区長。第二十六条第一項を除き、以下この

章において同じ。）に届け出なければならない。届け出た事項のうち厚生労働省令で定める事項

に変更を生じたときも、同様とする。 

２ 歯科技工所の開設者は、その歯科技工所を休止し、又は廃止したときは、十日以内に、その旨

を都道府県知事に届け出なければならない。休止した歯科技工所を再開したときも、同様とする。 

（広告の制限） 

第二十六条 歯科技工の業又は歯科技工所に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、

何人も、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。 

一 歯科医師又は歯科技工士である旨 

二 歯科技工に従事する歯科医師又は歯科技工士の氏名 

三 歯科技工所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項 

四 その他都道府県知事の許可を受けた事項 

 

 

■ 歯科技工士法施行規則 

（指示書） 

第十二条 法第十八条の規定による指示書の記載事項は、次のとおりとする。 

一 患者の氏名 

二 設計 

三 作成の方法 

四 使用材料 

五 発行の年月日 

六 発行した歯科医師の氏名及び当該歯科医師の勤務する病院又は診療所の所在地 

七 当該指示書による歯科技工が行われる場所が歯科技工所であるときは、その名称及び所在地 
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（歯科技工所の構造設備基準） 

第十三条の二 法第二十四条に規定する歯科技工所の構造設備は、次の各号に掲げる基準のいずれ

にも適合するものでなければならない。 

一 歯科技工を行うのに必要な設備及び器具等を備えていること。 

二 歯科技工を円滑かつ適切に行うのに支障のないよう設備及び器具等が整備及び配置されてお 

り、かつ、清掃及び保守が容易に実施できるものであること。 

三 手洗設備を有すること。 

四 常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。 

五 安全上及び防火上支障がないよう機器を配置でき、かつ、十平方メートル以上の面積を有す 

ること。 

六 照明及び換気が適切であること。 

七 床は、板張り、コンクリート又はこれらに準ずるものであること。ただし、歯科技工作業の 

性質上やむを得ないと認められる場合は、この限りでない。 

八 出入口及び窓は、閉鎖できるものであること。 

九 防じん、防湿、防虫又は防そのための設備を有すること。 

十 廃水及び廃棄物の処理に要する設備及び器具を備えていること。 

十一 歯科技工に伴って生じるじんあい又は微生物による汚染を防止するのに必要な構造及び設 

備を有すること。 

十二 歯科技工に使用される原料、材料、中間物等を衛生的かつ安全に貯蔵するために必要な設備 

を有すること。 

 

■ 歯科技工所における歯科補てつ物等の作成等及び品質管理指針について 

(平成24年10月2日付け医政発1002第4号 厚生労働省医政局長通知) 

４ 指示書に基づく作成等管理及び品質管理に関する文書 

1)開設者は、指示書に基づく歯科補てつ物等の作成等ごとに、以下の事項について記載した歯

科技工録を作成しなければならない(なお、歯科技工録については、別添の表1及び表2を参考

にすることとし、番号、日付、氏名等を記載するなど、指示書を容易に特定できるものであ

ること)。ただし、当該歯科補てつ物等に係る作成等工程の一部を指示書に基づき他の開設者

の歯科技工所に行わせる場合においては、自ら行う作業工程に係る事項のみを記載すること

をもつて足りるものとする。 

① 作成等に用いる模型等と指示書とを発行した歯科医師から受託した年月日 

② 患者の氏名 

③ 作成等部位及び設計 

④ 作成の方法(作成等手順) 

⑤ 使用材料(使用主材料の品名ならびにロットもしくは製造番号) 

⑥ 歯科補てつ物等の工程管理に係る業務を管理した記録 

⑦ 歯科補てつ物等の最終点検及び検査を完了した年月日 

⑧ 歯科補てつ物等を委託した歯科医師等に引き渡した年月日 
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⑨ その他必要な事項 

2)開設者は、5.から9.までに規定する工程管理、点検・検査、苦情処理等、自己点検及び教育

訓練の手順に関する文書(以下「手順書」という。)を作成しなければならない。ただし、当

該歯科補てつ物に係る作成等工程の一部を他の開設者の歯科技工所に行わせる場合において

は、自ら行う作成等工程に係る事項のみを記載することをもって足りるものとする。 

3)開設者は、歯科技工録を指示書とともに作成の日から2年間保存すること。なお電磁的保存等

に係る基準については指示書に準ずるものとする。 

 

５ 工程管理 

開設者は、管理者に、歯科技工録及び手順書に基づき、以下の歯科補てつ物等の工程管理に

係る業務を適切に管理させなければならない。 

2)管理者又はあらかじめ管理者が指定した者が最終点検及び検査を行うこと。 

 

６ 歯科補てつ物等及び機器の点検・検査 

開設者は、管理者に、歯科技工録及び手順書に基づき、以下の歯科補てつ物等及び機器の点

検・検査に係る業務を適切に管理させなければならない。 

2)適正な方法により構造設備及び機器の点検・検査を行うこと。なお、歯科技工作業を行うの

に必要な機器の保守点検は1年に1回以上必ず実施すること。 

3)構成部品等を定期的に点検・検査し、これを記録すること。 

4)2)に掲げる記録を作成の日から 2年間保存すること。 

 

７ 苦情処理等 

開設者は、管理者に、歯科補てつ物等の品質等に関して当該委託歯科医師又は当該歯科医師

を経由して特定人から苦情があった場合、又は歯科補てつ物等の品質等に問題があると認めら

れた場合には、手順書に基づき、次に掲げる事項により適切に管理させなければならない。 

1)当該委託歯科医師からの苦情又は当該歯科医師を経由した特定人からの苦情に対しては、歯

科技工録を点検し、原因を究明するとともに、作成等管理及び品質管理に関し改善が必要な

場合には、所要の措置を講ずること。 

2)当該歯科技工所に起因した歯科補てつ物等の品質等に関する問題に対しては、その原因を 

究明し、作成等管理及び品質管理に関する改善が必要な場合には、所要の措置を講ずること。 

3)1)又は2)の後に歯科技工録を点検し、原因究明の結果及び改善措置を記載した苦情処理記録

等を作成し、当該委託歯科医師に報告すること。 

 

10 指示書に基づき作成等工程が2以上の歯科技工所にわたる作成等 

1)指示書に基づき歯科補てつ物等の作成等工程の一部を他の開設者(以下「二次受託者」とい

う。)の歯科技工所に引き継ぐ開設者(以下「一次受託者」という。)は、当該二次受託者と当

該作成等工程における作成等管理及び品質管理の適切な実施を確保するため、次に掲げる事

項を取り決めなければならない。 



① 当該分担工程の範囲 

② その作成等に関する技術的条件 

③ 引継ぎ時における、委託歯科医師による指示について二以上の管理者による確認及び品

質管理・点検の方法 

④ その他、歯科補てつ物等の作成等の作成等管理及び品質管理の適切な実施を確保するた

めに必要な事項 

2)一次受託者及び二次受託者は、双方の取決め事項を歯科技工録又は手順書に記載しなければ

ならない。 

3)指示書に基づき作成等工程が2以上にわたる歯科技工所のすべての管理者は、委託歯科医師及

び2以上にわたる歯科技工所管理者の間の連絡を密にし、共同して歯科補てつ物等の質の確保

を図るものとする。 

 

 


